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“標準的な支援時間”の生活介護計画への記載

令和６年度の報酬改定で、生活介護の報酬は、障害支援区分や利用定員

規模に加え、サービス提供時間ごとに基本報酬が設定されました。

⇒実際に要した時間ではなく

「生活介護計画に定めた標準的な支援時間」

サービス提供時間ごとの基本報酬の設定



“標準的な支援時間”の生活介護計画への記載

今後の生活介護計画の見直しの際

生活介護計画に“標準的な支援時間”を記載してください。

（６月以内に見直しを行うため、遅くとも令和６年９月までに）

生活介護計画への記載


